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2021年4月より建築防災計画評定申込書（および性能評価申請書）等の書類を一斉に改訂しました。主な改訂

点としては「代表者（事業主）印押印欄の撤廃」です（防災・避難共通）。

ただし防災評定申込書の行政経由印については、特定行政庁ごとで押印の要否が異なりますので、申込み前に

建設予定地の特定行政庁へご確認ください。※その他の書式変更については下記をご確認ください。

建築防災計画評定申込書 

一般財団法人日本建築総合試験所 理事長 様 

一般財団法人日本建築総合試験所「防災評定業務約款」に基づき、下記のとおり建築防災計

画評定を申込みます。本申込書および添付図書に記載した事項は、事実に相違ありません。 

申 込 者 

ふ り が な  

会 社 名 等  

代表者役職名  

代表者氏名  

所 在 地  

□ 申込者は、下記連絡担当者が本申込に関する一切の手続きを行うことを同意します。 

※ 本欄にチェックが無い場合は、申込者本人が本申込に関する一切の手続きを行うものとします。 

連 絡 担 当 者 

会 社 名 等  

部署・職位  

氏 名  

住 所
〒 

 

T E L / F A X  

E - M a i l  

／ 

特 定 行 政 庁 

本件については、建築防災計画評定対象物件であると認めます。 

年   月   日 

行政庁名：  

部課・担当者名： 印 

ふ り が な  受付番号 

請 求 書 宛 名  －   － 

請 求 書 送 付 先 

□ 上記連絡担当者 □ 下記送付先 受付日 

会 社 名  ／   ／ 

部 署 名  手数料 

氏 名  ￥ － 

住 所
〒 

 

業務期日 

／   ／ 

T E L  
日
総
試
受
付
印
押
印
欄

 

E - M a i l  

機関誌「ＧＢＲＣ」への掲載 □ 掲載を承諾します 

【新書式】【旧書式】

代表者印押印欄
を撤廃しました。

申込代理人欄を
撤廃しました。

機関誌「GBRC」への
掲載欄の記載を変更。
（チェック無しの場合は

掲載不可となります）

建築防災計画評定申込書 

一般財団法人日本建築総合試験所 

理事長  上 谷 宏 二  様 

一般財団法人日本建築総合試験所「防災評定業務約款」に基づき、下記のとおり建築防災計画評定を申

込みます。本申込書および添付図書に記載した事項は、事実に相違ありません。 

申 込 者 

ふ り が な  

代
表
者
印
押
印
欄

 

会社名等  

代表者役職名  代表者氏名  

所 在 地  

□ 申込代理人欄に記載のとおり、申込代理人を定め、本申込の変更、取り下げ、その他本申込に関する一切の

行為、並びに、本申込にかかわる評定書の追加発行申込、その他本申込に附帯する一切の行為を委任します。

申 込 代 理 人 

ふ り が な  

会社名等  

代表者役職名  代表者氏名  

所 在 地  

連 絡 担 当 者 

□ 申込者の連絡担当者 □ 申込代理人の連絡担当者 

部署・職位  

氏 名  

住 所  

T E L / F A X  

特 定 行 政 庁 

本件については、建築防災計画評定対象物件であると認めます。 

年   月   日 

行政庁名：  

部課・担当者名： 印 

ふ り が な  受付番号 

請 求 書 宛 名  －   － 

請 求 書 送 付 先 

□ 上記連絡担当者 □ 下記送付先 受付日 

会 社 名  ／   ／ 

部 署 名  手数料 

氏 名  ￥ －

住 所 
〒 

 

業務期日 

／   ／ 

請求先CD： T E L / F A X ／ 日
総
試
受
付
印

押
印
欄 

機関誌「ＧＢＲＣ」への掲載 □ 可 □ 否 

 

申込代理人欄撤廃
に伴い、記載内容
を変更。

特定行政庁欄に変更は
ございません。
（押印の要否について

は各特定行政庁に
確認）



【扉間が近接している場合】

【避難計算解説 Vol.6】居室避難計算時の注意点④

（200㎡を超える居室での避難扉幅について）

（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課
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避難計算解説シリーズVol.6では200㎡を超える居室での避難扉幅の考え方についてご紹介します。

先般に配信しましたメルマガVol.04(2019.02配信) で紹介していますように、200㎡を超える居室での

居室避難計算時には最も避難上不利となる扉を１ヶ所使用不可とする必要がありますが、下記のように2つ

の扉が近接して設けられている場合には、両方の扉が同時に使用不可として計算をする必要があります。

なお、近接しているとされる具体的な扉の距離については新・建築防災計画指針に明記されてはいませんが、

一定の目安として扉間を3～4ｍ以上は離れていることが計画上の観点からも望ましいとして当法人では審

査しています。ご留意ください。

廊
下居室①

（居室面積:Ａ1＞200㎡）

扉B1

扉B3

扉B2

著しく接近した扉B1とB2の
間で出火したことを想定
⇒2枚の扉とも使用不可とする。

この居室ではB3の扉
幅のみで計算を実施。

廊下
居室②

（居室面積:Ａ1＞200㎡）

廊下

最も避難上不利となる
扉（最大幅の扉：B2）
を使用不可とする。

扉B1 扉B2

扉B3この居室ではB1+B3
の扉幅で計算を実施。

【扉間が離れている場合】

3～4m以上



【お知らせ】建築確認検査課業務説明会
について(変更)

【お知らせ】申請者等変更手続きについて

防災評定や性能評価の受付から、防災計画評定書・大臣認定書取得ま
での間に、会社名、代表者名、所在地等に変更が生じた場合は、
変更届の提出が必要です。
変更が生じましたら早急に下記担当者までお知らせ下さい。

【ご紹介】委員会スケジュールについて

（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課

–防災計画評定・避難耐⽕性能評価–GBRC最新情報

6月 7月 8月 9月

防災計画
評定委員会

小規模共同
住宅委員会

3 8 4 2

本委員会 23 21 20 22

今後の委員会日程は下記のとおりです。HPにも掲載しています。
（https://www.gbrc.or.jp/building_confirm/committee/）

発行者：一般財団法人 日本建築総合試験所建築確認評定センター 性能評定課 避難・防災G
担当：中野、長野、前山
TEL：06(6966)7600  FAX：06(6966)7680
E-mail：seinou4@gbrc.or.jp

(※2021/05/31現在)

6月 7月 8月 9月

避難・耐火性能評価
委員会

25 30 27 24
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変更

【編集後記】
今年度の4月より性能評定課（避難・防災G）に配属となりました

前山航（まえやまわたる）です。コロナ禍で梅雨の時期ということもあり、
家で専らピアノを弾いています。日々の中での感性を豊かにし、季節や
気候、今の自分の心情にあった曲を演奏したり聴いたり
すると、生活により臨場感がでます。通勤時はビートルズ
の「Here comes the sun」がオススメです。
コロナ禍ではありますが、毎日を前向きに過ごし、
能動的に業務に励み日々精進したいと考えています
ので、よろしくお願いいたします。

先日にメールマガジン(Vol12)でも配信していました「建築確認

検査課業務説明会」につきまして、実施時期が下記のとおり変更に

なりました。開催方法は１ヶ月程度の配信期間中は何度でも視聴可能

となるオンデマンド配信としますので、お忙しい方でもお仕事の隙間

時間でご視聴可能な形式となっています。

もちろん参加費は無料となりますので、皆様の奮ってのご参加を

お待ちしております。

【配信期間】：2021年７月末～8月末（予定）
【実施方法】：オンデマンド配信形式
【申込方法】：ホームページよりWEB受付

（近日公開予定）
【プログラム】：

①改正された防火・避難関連規定の概要解説
②区画避難検証法の概要紹介
👆防災担当が解説するトピックです。

③確認申請書類記入の要点(押印廃止を受けて)
④GBRCの取り組みおよび申請した場合のメリット紹介

参加費
無料


